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中国の売主（申立人）とアメリカの買主（被申立人）が自転車の購入契約について交渉

した。契約を締結する前に、買主は売主から送られてきた自転車のデザインと仕様書を受

け取って了解していた。自転車が引き渡された後、買主はそれらがアメリカでは通例の空

気入れを備えていないことに気づいた。売主は最初は空気入れについての買主の要求を拒

否したが、買主の支払拒絶にあって、売主はもし買主が総額の半分を支払うのであれば、

空気入れを提供することに合意した。買主は返答せず、売主の物品の返還の提案にも応じ

なかった。結局、売主は仲裁を申し立てた。 
 
仲裁廷は、売主が契約上の仕様書に従った物品を引き渡す売主の義務を完全に履行した

という事実を考慮した後、CISG53条に従って、支払いをしていないことについて買主は契
約違反であると認定した。その結果、買主は契約上の金額に支払期日から計算された利息

を加えたすべての支払いを言い渡された。 


